
土曜日開庁を行っている安定所の開庁日変更のお知らせ 

 

平成２６年７月１８日（金）２１：３０～同７月２２日（火）８：００までの間、シ

ステムの改修を行います。この期間中システムを利用することができないため、第１、

３土曜日に開庁している、新潟、長岡、上越、新津の安定所については、平成２６年７

月１９日（第３土曜日）を閉庁とし、平成２６年７月２６日（第４土曜日）を振替開庁

とさせていただきます。ご利用いただいている皆様へはご迷惑をおかけして申し訳ござ

いませんが、ご理解を賜りますようお願いいたします。 


